
⑩
安
政
五
年
二
月
福
井
県
に
生
ま
れ
る

③
明
治
十
六
年
東
京
大
学
医
学
部
卒
業

③
明
治
十
六
年
よ
り
同
二
十
一
年
ま
で
大
分
県
立
医
学
校
内
科
教

諭
、
大
分
で
積
極
的
に
剖
検
を
行
っ
て
い
る
（
大
分
の
医
療
史
）
。

④
明
治
二
十
四
年
頃
よ
り
湿
性
肋
膜
炎
に
罹
患
（
金
沢
医
学
会
雑
誌

⑤
明
治
二
十
五
年
三
月
退
官
、
の
ち
大
坂
市
谷
町
二
丁
目
一
六
二

で
開
業
、
神
戸
花
隈
町
へ
転
居
（
年
代
不
詳
）
、
明
治
四
十
年
六
月
十

八
日
神
戸
で
残
す
。
享
年
五
十
歳
。

（
金
沢
医
科
大
学
）

一
ニ
ハ
ロ
言
）

一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）
夏
よ
り
秋
に
か
け
て
、
江
戸
を
は
じ

め
各
地
に
麻
疹
の
大
流
行
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
長
州
（
萩
）
藩
は
、

朝
廷
と
幕
府
と
の
間
に
公
武
周
旋
運
動
を
熱
心
に
行
っ
て
い
て
、
政

治
的
に
極
め
て
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
。
藩
主
毛
利
敬
親
は
江
戸
藩

邸
（
麻
布
邸
）
に
滞
在
中
で
あ
っ
た
が
、
藩
主
の
主
任
侍
医
青
木
周

弼
が
文
久
二
年
五
月
二
十
五
日
付
で
萩
の
弟
研
蔵
（
医
家
）
に
与
え

た
書
簡
に
よ
り
、
既
に
五
月
朔
日
以
前
よ
り
萩
に
麻
疹
が
流
行
し
て

い
た
こ
と
や
、
江
戸
に
お
い
て
も
相
当
の
流
行
が
あ
り
、
藩
邸
内
に

も
感
染
者
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
江
戸
藩
邸
内
の
患
者

は
、
早
速
先
に
建
設
せ
ら
れ
た
病
院
に
収
容
し
た
が
、
段
々
多
く
な

り
、
そ
の
上
藩
主
が
公
武
周
旋
の
た
め
上
京
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

て
、
そ
の
準
備
と
一
緒
に
な
っ
て
五
月
終
頃
か
ら
六
月
初
頃
に
か
け

て
は
邸
内
は
大
混
雑
を
呈
し
た
。

一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）
麻
疹
の

大
流
行
と
長
州
藩

田
中
助
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同
年
六
月
六
日
敬
親
は
予
定
通
り
上
洛
し
よ
う
と
し
て
、
朝
六
ッ

時
（
午
前
六
時
）
麻
布
邸
を
出
発
し
、
途
を
中
仙
道
に
と
っ
て
、
こ

の
日
大
宮
（
友
右
衛
門
宅
）
に
駐
泊
し
た
。
七
日
熊
谷
（
竹
井
保
四
郎

宅
）
、
八
日
新
町
（
小
村
林
甚
左
衛
門
宅
）
に
進
ん
だ
・
発
駕
以
後
随
員
中

に
も
段
々
麻
疹
患
者
が
出
た
の
で
、
そ
れ
等
の
者
は
駕
籠
に
乗
せ
て

行
列
の
後
に
随
行
さ
せ
た
が
、
こ
の
駅
に
到
っ
た
時
に
は
数
人
の
発

病
者
が
出
た
の
で
、
仮
に
療
養
室
を
借
用
し
て
薬
餌
を
与
え
、
櫻
井

慎
平
・
平
林
清
蔵
両
人
へ
仲
間
若
干
人
を
付
け
て
看
護
さ
せ
る
こ
と

と
し
た
。
桜
井
は
武
士
で
あ
り
な
が
ら
現
在
の
衛
生
兵
の
よ
う
に
病

人
看
護
の
心
得
が
あ
っ
た
の
で
、
特
に
選
任
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

九
日
松
井
町
（
金
井
藤
右
衛
門
宅
）
・
十
日
追
分
（
土
屋
市
右
衛
門
宅
）
・

十
一
日
長
久
保
（
石
合
平
衛
門
宅
）
・
十
二
日
下
諏
訪
（
岩
波
太
左
衛
門

宅
）
と
進
ん
だ
が
、
士
卒
の
発
病
者
が
日
増
し
に
多
く
な
っ
た
の

で
、
遂
に
十
二
日
よ
り
十
五
日
ま
で
下
諏
訪
に
滞
在
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
し
て
同
地
に
臨
時
に
療
養
所
を
設
け
、
医
員
お
よ
び
看
護

卒
を
付
け
て
、
各
駅
よ
り
遅
れ
て
到
着
す
る
患
者
を
施
療
さ
せ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

敬
親
は
侍
医
二
階
玄
東
・
松
尾
修
庵
へ
患
者
の
診
察
を
さ
せ
た

が
、
更
に
玄
東
を
上
州
地
方
ま
で
帰
え
し
て
沿
路
の
患
者
を
検
按
治

療
さ
せ
た
。
ま
た
井
上
与
四
郎
に
命
じ
還
行
し
て
桶
川
駅
に
至
り
従

行
に
遅
れ
た
患
者
を
検
分
さ
せ
た
。
更
に
敬
親
は
従
行
の
士
卒
へ
悉

く
酒
を
饗
し
て
長
旅
の
苦
労
を
慰
め
た
。

十
六
日
朝
下
諏
訪
を
出
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
敬
親
は
発
駕

に
臨
み
、
患
者
の
心
を
憐
れ
ん
で
諭
告
を
授
け
て
慰
め
、
侍
医
の
一

人
の
針
医
滝
戸
祐
庵
に
身
柄
一
代
本
道
兼
帯
を
命
じ
、
同
地
に
留
め

て
患
者
の
治
療
に
当
ら
せ
、
ま
た
山
県
弥
八
・
渡
辺
宗
一
の
両
人
へ

療
養
の
諸
務
管
理
を
命
じ
た
。
こ
う
し
て
青
木
周
弼
・
赤
川
玄
悦
・

松
尾
修
庵
の
三
侍
医
が
敬
親
に
随
従
し
て
下
諏
訪
を
発
し
、
同
日
本

山
（
小
林
吉
右
衛
門
宅
）
・
十
七
日
藪
原
（
手
嶋
平
右
衛
門
宅
）
・
十
八
日

上
ケ
松
（
塚
本
次
郎
左
衛
門
宅
）
に
進
ん
だ
。
こ
の
日
去
る
八
日
敬
親

の
召
命
に
よ
っ
て
京
都
を
発
し
た
家
老
浦
靱
負
が
同
駅
に
到
着
し

て
、
京
都
の
近
況
を
報
告
し
、
公
駕
に
従
っ
て
上
洛
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
十
九
日
三
戸
野
（
鮎
沢
弥
右
衛
門
宅
）
・
二
十
日
中
津
川
（
市

岡
長
右
衛
門
宅
）
に
進
ん
だ
。

こ
の
日
藩
世
子
定
広
の
内
命
を
奉
じ
た
桂
小
五
郎
（
後
の
木
戸
孝

允
）
が
京
都
よ
り
到
着
し
、
敬
親
に
面
会
し
て
情
勢
激
変
の
こ
と
を

詳
し
く
報
告
し
た
。
よ
っ
て
浦
は
そ
の
夜
旅
館
の
一
室
に
桂
を
招

き
、
当
役
（
江
戸
家
老
、
藩
政
の
最
高
責
任
者
）
益
田
弾
正
．
直
目
付
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林
主
税
・
右
筆
兼
重
譲
蔵
・
右
筆
山
田
宇
右
衛
門
等
と
会
し
て
、
政
情

一
変
に
対
し
て
長
州
藩
建
白
の
方
針
も
ま
た
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と

し
て
、
二
十
二
日
ま
で
熟
議
を
重
ね
た
。
そ
の
間
敬
親
は
同
駅
に
留

ま
り
、
儀
衛
補
充
の
た
め
京
都
藩
邸
に
士
卒
の
急
派
を
命
じ
た
。
二

十
三
日
益
田
は
山
田
を
従
え
て
京
都
に
先
行
し
、
桂
も
ま
た
任
務
を

終
え
て
京
都
に
帰
っ
た
。
二
十
四
日
敬
親
は
中
津
川
を
発
し
て
同
夜

は
大
久
手
（
保
母
市
郎
兵
衛
宅
）
に
駐
泊
、
二
十
五
日
大
田
（
福
次
郎

右
衛
門
宅
）
、
二
十
六
日
加
納
（
松
波
藤
右
衛
門
宅
）
、
二
十
七
日
垂
井

（
粟
田
文
庫
）
、
二
十
八
日
烏
井
本
（
周
助
宅
）
に
進
ん
だ
。
こ
の
日
青

木
周
弼
は
萩
の
研
蔵
に
手
紙
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ

の
上
洛
道
中
が
、
麻
疹
禍
と
酷
暑
と
の
た
め
に
如
何
に
惨
憎
た
る
も

の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
参
勤
道
中
に
二
百
余
人
の

発
病
者
を
出
し
た
こ
と
は
、
長
州
藩
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
二

十
九
日
武
佐
（
下
川
七
郎
右
衛
門
宅
）
、
晦
日
草
津
（
田
中
兵
庫
宅
）
、
七

月
朔
日
草
津
に
泊
り
、
二
日
京
都
三
条
河
原
町
の
藩
邸
に
到
着
し

た
。
敬
親
は
入
京
し
て
見
る
と
京
都
の
形
勢
は
予
想
に
反
し
て
尊
穰

論
が
熾
烈
で
あ
る
の
で
、
病
気
届
を
出
し
て
暫
く
参
内
を
見
合
せ
、

そ
の
間
重
臣
等
と
相
談
し
て
、
従
来
の
「
公
武
一
和
・
航
海
遠
略
」

論
で
は
到
底
時
局
を
収
拾
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
洞
察

し
、
決
然
朝
廷
の
御
意
向
に
従
っ
て
尊
穰
論
を
遵
奉
す
る
旨
を
告

げ
、
こ
れ
よ
り
一
意
尊
撰
運
動
に
尽
痒
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
伝
染
病
の
流
行
が
政
治
活
動
に
大
き
く
影
響
し
た
一

例
で
あ
る
。
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